
 

法人会の会費 

 法人会の会費は下記の通り資本金の額等により年間、最低４,８００円から最高７０，０００円と
なっております（特別会員は３,０００円）。 

 
 

資本金または出資金等の区分 会費（年間） 

   300 万円以下の法人  4,８00 円  

500 万円の法人  ６ ,０00 円  

1,000 万円の法人 ９ ,０00 円  

2,000 万円の法人 1５,０00 円  

３ ,000 万円の法人  ２１,０00 円  

４ ,000 万円の法人  ２７,０00 円  

5,000 万円の法人 ２８,０00 円  

１億円の法人  ３３,０00 円  

     4 億７千万円以上の法人  ７０,０00 円  

特別会員（盛岡法人会の管轄区域外に本社を有する支店等の法人）  ３ ,０00 円  

協同組合等（一律） ５ ,０00 円 

 
 
年会費の算出は以下の通りです 
１．均等割   ３,０００円 
２．資本金割  (イ)３００万円（未満も含め）～４,０００万円までは[資本金× 6

10,000
] 

           (ロ) ４,０００万円超部分については[超過資本金× 1
10,000

]を(イ)に加算 

ただし１+２(イ)+２(ロ)の最高金額７０,０００円、最低金額４,８００円とします 
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